
※この表は、簡易に判断す
る例です。不明なことは
お問い合わせください。
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市
県
民
税
の
申
告
は
正
し
く
、お
早
め
に
！

平
成
22
年
中
の
所
得
な
ど
に
か
か
わ
る
市
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
期
間
は
、土
日
を
除
く
2
月
16
日（
水
）か
ら

3
月
15
日
（
火
）で
す
。期
限
が
終
了
間
近
に
な
る
と
相
談
会
場
が
大
変
混
雑
し
、長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。早
め
の
申
告
相
談
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

税
の
申
告
期
間 

2
月
16
日（
水
）～
3
月
15
日（
火
）

◎
期
間
前
申
告
相
談
会
は
2
月
1
日（
火
）～
15
日（
火
）ま
で

対象項目 持ち物・必要書類

申告者全員 申告書、振込先口座の分かるもの
印鑑（認印可、スタンプ印は不可）

該
当
す
る
場
合
の
み

給与・年金所得者 源泉徴収票（コピー不可）

事業（農業、営業、不動産）
所得者

収支内訳書（作成を済ませてお持ちくださ
い）

一時所得者・雑所得者 収入および経費が分かる書類
社会保険料控除 国民年金保険料控除証明書など

医療費控除
医療費の明細書、領収書、おむつ使用証明
書（明細書は計算・記入のうえ提出してく
ださい。領収書はコピー不可）

生命保険料控除
支払保険料の証明書地震保険料控除

（旧長期損害含む）

障害者控除
身体障害者手帳・療育手帳、障害者控除対
象者認定書など（障害の程度を確認するた
めに使用します）

住宅借入金等特別控除 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年
末残高等証明書

期
間
前
の
申
告
相
談

書
類
が
そ
ろ
っ
た
ら
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
内
全
域
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
2
月

１
日
（
火
）
か
ら
15
日
（
火
）
ま
で
の

平
日
に
穂
高
、
三
郷
、
堀
金
、
明
科
の

4
会
場
で
市
県
民
税
の
期
間
前
申
告
相

談
会
を
行
い
ま
す
。
必
要
書
類
が
そ
ろ

っ
て
い
る
場
合
や
、
医
療
費
控
除
を
受

け
る
人
、
農
業
等
（
白
色
）
の
所
得
の

あ
る
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

穂
高
会
場
で
は
、
2
月
13
日
（
日
）
も

開
催
し
ま
す
。

必
要
書
類
を
お
忘
れ
な
く

　

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
は
、

事
前
に
医
療
費
の
明
細
書
を
作
成
の
う

え
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、農
業
、

営
業
、
不
動
産
な
ど
の
事
業
所
得
が
あ

る
場
合
も
、
同
様
に
収
支
内
訳
書
を
作

成
の
う
え
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
青
色
申
告
、
投
資
関
連
所
得
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
初
年
度
、

損
失
申
告
、株
式
や
土
地
の
譲
渡
所
得
、

山
林
所
得
・
退
職
所
得
、
損
益
通
算
に

か
か
わ
る
内
容
は
、
松
本
税
務
署
（

32･

２
７
９
０
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
豊
科
総
合
支
所
内
市
民
税
課

　
（
72･

３
１
１
１	
72･
８
３
４
０
）

夜間急病センター
（医師会館）

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム

赤十字病院

豊科サティ

ニチコン

ス
ワ
ン
ガ
ー
デ
ン

長
野
自
動
車
道

豊
科
I.C

豊科ふれあいホール
(サントピア豊科内）

交番

ガ
ス
ト

豊
科

総
合
支
所

R
1
4
7

Ｊ
Ｒ
豊
科
駅

●豊科ふれあいホール案内図

●申告時の持ち物

※申告書などは各総合支所内地域支援課税務会計窓口に設置しています。

会場
日程

豊科ふれあい
ホール

穂高総合支所
大会議室

三郷総合支所
３階講堂

堀金総合支所
別館大会議室

明科総合支所
北第２会議室

期
間
前　
　

申
告
相
談
会

2月1日（火）～ 4日（金） 市内全域 市内全域
2月7日（月）～10日（木） 市内全域 市内全域

13日（日）
市内全域　14日（月） 市内全域　15日（火）

申
告
期
間

２月 16日（水） 三郷小倉
　　　17日（木）
　　　18日（金）豊科南穂高

豊科高家
穂高有明
穂高牧
穂高北穂高

三郷温
※この期間中は開設していません。
開設している別の会場で申告相談できます。

　　　21日（月）
　　　22日（火）
　　　23日（水） 三郷明盛24日（木）

25日（金）
28日（月） 堀金三田３月　１日（火）豊科

豊科田沢
豊科光

穂高
穂高柏原２日（水）

堀金烏川３日（木）
４日（金）
７日（月） 明科光

明科七貴
明科南陸郷

８日（火）
９日（水） ※この期間中は開設していません。

開設している別の会場で申告相談できます。10日（木）市内全域 市内全域 明科中川手
明科東川手11日（金）

14日（月）
15日（火）

●市県民税申告相談の日程・会場案内（どの会場でも申告相談をすることができます）
《受付時間》【午前の部】午前８時 30分～午前 11時　【午後の部】午後１時～午後４時

※地区割りは目安です。都合がつかない場合は別の日、別会場でも相談できます。
※申告期間中は、市税務担当職員が申告会場に駐在します。この期間中の申告相談は上記の会場のみとなります。各総合支所
窓口、市民税課では申告相談を行いませんのでご了承ください。

※各地区の初日や月曜日、最終日は混雑が予想されます。なお、2月13日（日）に穂高会場で休日期間前申告相談会を開催します。
※作成した申告書は、各申告相談会場や各総合支所地域支援課に設置するオレンジ色の投函箱へ投函することもできます。

◎申告の必要があるか確認してみましょう。
スタート
平成23年
１月1日現
在、安曇野
市に住んで
いました
か？

市への申
告は必要
ありませ
ん。
平成23年
１月１日
現在、住ん
でいた市
町村へご
確認くだ
さい。

いいえ
はい

判定結果

平
成
22
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

収入
なし

年金
収入
のみ

主に
給与
収入

農業、営業、不動
産、雑・一時所得
などがある。

・別居家族の税法上の扶養になっている。
・税法上の扶養になっていない。

・同居家族の税法上の扶養になっている

・年金収入金額が 148万円（65歳未満は 98万円）
　を超える。

・年金収入金額が 148万円（65歳未満は 98万円）
　以下である。

・年末調整の内容に変更がある。
・医療費控除がある。
・新規に住宅借入金等特別控除を受ける。
・２カ所以上から給与の支払いを受けた。年末調整
　をしていない。給与収入が２千万円を超える。
・給与所得以外の所得が 20万円を超える。

・給与所得以外の所得が 20万円以下である。

・１カ所からの給与収入のみで、年末調整時の内容
　に変更がない。
・給与収入のみで 93万円以下である。

・所得金額より控除額が多い場合

・所得金額より控除額が少ない場合

④へ

③へ

①へ

③へ

②へ

①へ

②へ

③へ

④へ

①へ

非課税収入のみ（遺族年金、障害年金、失業給付金など）　

申告区分

①

市県民税の申
告・確定申告
の必要はあり
ません。

②

市県民税の申告
をする必要があ
ります（確定申
告をする必要は
ありません）。

③
所得税の確定申
告をする必要が
あります。

④

国民健康保険税
の軽減措置、国
民年金保険料の
申請免除などを
受ける場合や、
所得証明書が必
要な場合は市県
民税の申告が必
要です。

※豊科会場が“豊科ふれあいホール”
　に変更しました。

注目
情報1


